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定期監査結果報告書の提出について（通知） 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施し、同条第９項の規定

により、その結果に関する報告を決定したので、別添のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



定期監査結果報告書 

 

１ 基準に準拠している旨 

  監査委員は、さいたま市監査基準（以下「監査基準」という。）に準拠して監査を

行った。 

 

２ 監査の対象 

⑴ 対象課所 

保健衛生局 

市立病院病院経営部 

 病院総務課、病院施設管理課、病院財務課、医事課、情報管理室 

市立病院患者支援センター 

⑵ 対象事務 

令和７年度（令和７年４月１日から令和７年６月末日まで）及び他の年度等に

おける財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について 

 

３ 監査の着眼点 

  監査の主な着眼点は以下のとおり。 

⑴ 収入事務 

  調定の時期及び手続は適正か。 

 ⑵ 支出事務 

   違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。 

 ⑶ 契約事務 

契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。また、 

これらの内容は適正か。 

 ⑷ 資産管理事務 

  ア 貸付（使用許可）期間及び貸付（使用）料その他貸付（使用許可）条件は適 

正か。また、統一的な取扱いがなされているか。 

  イ 物品は正しく分類整理されているか。また、備品管理シールなどは正確に貼

付されているか。 

  ウ 履行期限までに履行されていない債権について、督促がなされているか。督 



促後相当の期間を経過した債権について、強制執行その他保全及び取立てに必 

要な措置がとられているか。 

 ⑸ 事業運営事務 

   事業は、経済性、効率性、有効性を十分考慮されているか。 

 

４ 監査の主な実施内容 

  監査に当たっては、法令等に基づき適正かつ適切に執行されているか、リスクの

顕在化を防止するための内部統制が適正に整備・運用されているか、また、経済性、

効率性、有効性の観点にも留意しつつ、関係職員から説明を聴取するとともに、関

係書類等の調査を実施した。 

 

５ 監査の実施場所及び日程 

⑴ 実施場所 

   監査事務局及び対象課所内 

⑵ 監査期間 

   令和７年８月４日（月）から令和７年１２月２３日（火）まで 

 

６ 監査の結果 

⑴ 監査基準第１７条第２項の規定に基づく記載 

上記１から５までの記載事項のとおり監査した限り、重要な点において、監査 

の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果 

を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。 

 ⑵ 指摘事項（監査基準第１７条第４項の規定に基づく記載） 

   次のとおり是正又は改善が必要である事項が認められたので、その措置を講じ

られたい。 

  ア 収入事務 

(ア) さいたま市財産規則第２７条及び行政財産目的外使用許可事務取扱要領

第１２によると、行政財産を目的外使用することに伴い使用者が負担する

損害保険料は、その使用期間の年度内における共済基金分担金の確定金額

をもとに算出するとされている。 

しかし、行政財産目的外使用許可（キャッシュコーナー、自動販売機）

に係る損害保険料について、前年度の共済基金分担金の額をもとに算出し



ていたので、適正な事務処理を行うべきである。 

【病院施設管理課】 

( ｲ ) カフェ設置場所貸付料について、定期建物賃貸借契約書第５条に定める貸

付料の月額を税抜金額と誤認し、同契約書同条に定める額より多く貸付料

を徴収していたので、適正な事務処理を行うべきである。 

【病院施設管理課】 

( ｳ ) 床頭台・テレビカードシステム等設置場所貸付料について、建物賃貸借契

約書第５条に定める端数処理と異なる方法で金額を算出し、同契約書同条

に定める額より多く貸付料を徴収していたので、適正な事務処理を行うべ

きである。 

【病院施設管理課】 

  イ 資産管理事務 

さいたま市債権管理条例第６条並びにさいたま市債権管理条例施行規則第

３条第１項及び第３項によると、督促は、履行期限後３０日以内に書面により

行うものとするとされている。また、さいたま市債権管理条例施行規則第３条

第２項によると、督促は、督促を発する日から起算して１５日以内の日を納入

期限として行うものとするとされている。 

しかし、医業未収金の債権管理において、督促状の送付が履行期限後３０日

より大幅に遅れているもの、また、督促状の納入期限が１５日より後の日付と

なっているものが見受けられたので、適正な事務処理を行うべきである。 

【医事課】 

 ⑶ 意見（監査基準第１７条第４項の規定に基づく記載） 

医業未収金の債権管理について 

さいたま市立病院における患者負担分の未収金の債権管理については、委託業

者が未収患者ごとに個別に催告を行い、一定期間催告を行っても納入されないも

のについては医事課が引き継ぎ対応している。医事課から委託業者へは督促状の

発付日などについて明確な指示がなされておらず、催告の状況については、医事

課に引き継がれるまで十分な確認が行われていなかった。 

患者負担分の未収金については医事会計システムで管理しているが、当該シス

テムは分割支払の計算、催告対象者のデータ抽出、時効管理などの機能は装備さ

れていない。債権管理業務をシステムにより管理することができず、未収患者ご

とに個別に対応しなければいけない中で、医事課と委託業者との連携や情報共有



が不十分であったことが不適切な事務処理が行われていた要因と考えられる。 

指示書やマニュアルの策定、委託業務の履行状況の適時適切な確認、システム

による債権管理などを検討し、医業未収金に係る債権管理が、効率的かつ効果的

に行われるよう、体制の整備を行うことが望まれる。 

【医事課】 


